
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
2019 年 11 月 29 日 

【連絡先】国民民主党茨城県第 5区総支部（浅野さとし事務所） 

【国会事務所】 
〒100-8981 
東京都千代田区永田町2-2-1 
衆議院第1議員会館 406号室 
TEL：03-3508-7231  
FAX：03-3508-3231 

 
  

【日立事務所】 
〒317-0071 
茨城県日立市鹿島町 1-11-13  
 
TEL：0294-21-5522  
FAX：0294-21-3014 

https://asanosatoshi.com/  
 

 

 

三ツ星国会議員とは・・・ 
 
ＮＰＯ法人「万年野党」が、活発に活動した国会議員を一ツ星～三ツ星国会議員として表彰するもので、本会議や委員会で 

の質問回数、質問主意書提出数、議員立法提案数、質問時間数などを踏まえて評価する。 

 

 日米貿易協定が衆院通過。政府は誠意ある説明を
日米貿易協定および日米デジタル貿易協定の承認案が１１月１９日（火）の衆院本会議で与党の賛成多数で可決、

衆院を通過しました。政府は「日米双方にとってウィンウィン」と成果を強調していますが、関税撤廃が見送られた

自動車とその部品を巡る今後の交渉の見通しについて、政府の説明は曖昧なままです。 

 

自動車業界の不安払しょ

くのために、政府は関税撤

廃に向けて、先手を打って

戦略的な対応をすべき。 

 

浅野の考え 
 

①日米貿易協定のポイント ②両国の関税撤廃率の比較 

【輸入（アメリカ→日本）】 

【輸出（日本→アメリカ）】 

 

 

 

 

・追加関税は回避 

・関税撤廃に向け継続協議 
自動車 

牛 肉 

豚 肉 

・関税３８．５％ → 最終的に９％へ 

・関税（低価格帯）最大４８２円/ｋｇ 

→ ２０２７年度には５０円/ｋｇに 

・関税（高価格帯）４．３％ 

→ ２０２７年度には撤廃 

  

８４％ 

９２％ 

 

６０％？ 

自動車類を 

除くと… 

自動車関税分を除いて試算した場合、関税撤廃率 

が逆転。この場合、日本に著しく不利となる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
所属委員会 

▶経済産業委員会      ▶原子力問題調査特別委員会 

▶議院運営委員会 

党内での所属調査会 

▶エネルギー調査会（事務局次長）▶税制調査会（事務局次長）  

浅野さとし 略歴 第 200 回国会における役割 

▶1982 年 9 月生まれ（37 歳）、衆議院議員（１期） 

（株）日立製作所日立研究所研究員 

日立労組研究所支部執行委員 

大畠章宏 前衆議院議員秘書 
 

実効性のあるハラスメント対策を求める 
 

1118 
2019年 11月 18日 

【これまでの経緯と課題意識】 

・２０１９年５月、職場のハラスメント対策の強化を柱とした「ハラスメント対策関連法」が成立。 

・パワハラに該当するケースについては指針に明記する、という内容が附帯決議に盛り込まれる。 

・しかし、政府審議会で示された素案ではパワハラの定義が非常に狭く、指針にさえ十分に反映されていない。 

 
■働く仲間の代表として、法律の実効性を訴える神津会長 

 

 第１９８回国会で野党４会派は政府提出法案に対

し、労働者を守ろうと附帯決議を策定しました。 

しかし、政府審議会で示された現時点の素案では、

パワハラの定義や例示が非常に狭く、附帯決議で指針

に明記するとされていた事項でさえ十分に反映されて

おらず、立法府の意思がないがしろにされています。 

ハラスメントに遭われた被害者が泣き寝入りするよ

うな状況があってはなりません。法律の実効性を高め

るために、全力で取組んでまいります。 

日本労働組合総連合会（連合）主催にて国会内アクションが行われました 

 

 
自動車・同部品に関する関税交渉について   
外務委員会・農林水産委員会・経済産業委員会連合審査において質疑に臨みました 

1107 
2019年 11月 7日 

【これまでの経緯と課題意識】 

・２０１９年１０月、日米貿易協定、日米デジタル貿易協定に両国首脳が署名。 

・米国側の関税撤廃率９２％には自動車関連税の撤廃が含まれているが、撤廃は確約されていない。 

・協定書上、「関税撤廃について更に交渉する」と明記されているが、具体的な時期については不明確。 

 

 

 

 

協定書上、次回の交渉で関税撤廃を協議するということを

担保できる表現ではない。次回交渉で撤廃は協議されるの

か。自動車産業は日本の基幹産業である。先手先手を打っ

て、戦略的な対応を求める。 

どの分野について交渉を行うか、その対象等を含め、米国

側とまず協議し、その協議によって決まった内容について

交渉が行われると考える。 

茂木外務大臣 

 

 

 

浅野議員 

 

 

 

 

つまり、次回の交渉で自動車関税が取扱われるか決まっていない。 


